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10　シンポジウム

裁判員裁判における理性と感性：裁判長、直感で決めてもいいですか？

Logic and Sensibility in Trials with Lay Judges

開催日  2010年1月16日

企 画 伊東裕司(言 語と認知班)

講演者 指宿信(成 城大学法学部)、高橋雅延(聖 心女子大学文学部)、中村國則(東京工業大学大学院)、
綿村英一郎(東 京大学大学院) 松尾加代(慶應 義塾大学大学院) ほか

 1月16日 に、 日本認知 心理学 会 と共催 で裁判 員の判 断 に関す

る シンポシ ウムを開催 した。昨 年(2009年)よ り裁判 員制度 が

実 施 され、8月 か らは裁判 員か 参加 す る裁 判(裁 判 員裁判)が

各 地の地方 裁判所 にお いて始 まった。法律 や裁 判 に関 して は素

人であ る裁 判員が 、裁判 上の判 断 を的確 に行 う ことは可 能 なの

であ ろうか。本 シ ンポ ジウム では、特 に、裁判 員が直 感に頼 っ

た り、感情 に流 された りす るこ とに よって、不 適切 な判 断が な

され るこ とが ないのか、 とい う問題 を取 り上 けた。

 企画者 の伊東 か らの 問題提 起 に続 き、 綿村英 一郎 さん(東 京

大 学大学 院)と 松 尾佳代 さん(慶應 義塾 大学大学 院)か ら、 自

らのテ ー タを中心 とす る報 告か行 われ、事 件 とは無 関連 であ る

はずの犯 人や被害 者 につ いての情 報、裁判 員 の感情 を掻 き立 て

る ような情 報が、 実験参加 者が裁 判員 にな ったつ も りで下 した

判 断 に/Xi を与 える ことが指摘 された。続 い て、中村 國則 さん

(東京工 業大 学)は 意思 決定 の心 理学 の立場 か ら、裁 判員 に合

理 的な判 断、適切 な判断 がで きるのか とい う問題 を提起 し、合

理 的な判 断を している とは言 えないが、案 外適切 な判 断を して

い るので はないか、 とい う見解 を示 した。 高橋雅 延 さん(聖 心

女子大 学)は 記憶心 理学、 感情心理 学の立場 か ら、感情 に よっ

て人 間の記憶 や判断 が大 きく左 右 され るこ とを様 々な実 験の例

を示 しなが ら論 じた。

 本 シ ンポジ ウムでは法律 関係の ス ピー カーの参加 も得 た。指

宿 信 さん(成 城 大学)ほ か が刑 事 訴訟法や 法実務 の立場 か ら裁

判員 の心 理 を研 究す る必要 があ るこ とを指摘 した。いず れ も公

平 な裁 判 を実現 す るため には裁判員 の感情 の働 きな どにつ いて

の理解 に基づ き制度 を考 えてい く必 要が ある ことを指摘 した。

 最後 に フロア も交 えて討論 か行 われ、裁判 員裁判 にお ける理

性 と感性 とい う問題 が、応用 的 に重 要で あるだ けでな く、基 礎

研 究 の見 地か らも興 味深 く重 要 な問題 で ある ことが示 された。

                       (伊東祐 司)

Asymposium titled"Logic and Sensibility m Trials with

Lay Judges"was held Effects of emotion on and irrational-

ity of latent lay fudges'judicial judgment were discussed
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